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  議案番号 　議案名　　 頁

第 １ 号 議 案 令和３年度藤枝市一般会計予算 別冊

第 ２ 号 議 案 令和３年度藤枝市国民健康保険事業特別会計予算 別冊

第 ３ 号 議 案 令和３年度藤枝市土地取得特別会計予算 別冊

第 ４ 号 議 案 令和３年度藤枝市駐車場事業特別会計予算 別冊

第 ５ 号 議 案 令和３年度藤枝市介護保険特別会計予算 別冊

第 ６ 号 議 案 令和３年度藤枝市後期高齢者医療特別会計予算 別冊

第 ７ 号 議 案 令和３年度藤枝市内陸フロンティア事業特別会計予算 別冊

第 ８ 号 議 案 令和３年度藤枝市病院事業会計予算 別冊

第 ９ 号 議 案 令和３年度藤枝市水道事業会計予算 別冊

第１０号議案 令和３年度藤枝市下水道事業会計予算 別冊

第１１号議案 令和２年度藤枝市一般会計補正予算（第８号） 別冊

第１２号議案 令和２年度藤枝市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 別冊

第１３号議案 令和２年度藤枝市土地取得特別会計補正予算（第１号） 別冊

第１４号議案 令和２年度藤枝市駐車場事業特別会計補正予算（第１号) 別冊

第１５号議案 令和２年度藤枝市介護保険特別会計補正予算（第３号） 別冊

第１６号議案 令和２年度藤枝市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 別冊

第１７号議案 令和２年度藤枝市内陸フロンティア事業特別会計補正予算（第１号） 別冊

第１８号議案 令和２年度藤枝市病院事業会計補正予算（第３号） 別冊

第１９号議案 令和２年度藤枝市下水道事業会計補正予算（第１号） 別冊

第２０号議案 藤枝市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 1

第２１号議案 藤枝市消防団条例の一部を改正する条例 2

第２２号議案 藤枝市部設置条例の一部を改正する条例 3

第２３号議案 藤枝市民体育館条例の一部を改正する条例 4

第２４号議案 藤枝市武道館条例の一部を改正する条例 5

第２５号議案
藤枝市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例

6
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基準等を定める条例の一部を改正する条例

7

第２７号議案
藤枝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を
定める条例の一部を改正する条例

8

第２８号議案
藤枝市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部
を改正する条例

9

第２９号議案 藤枝市介護保険条例の一部を改正する条例 10
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第２０号議案  

   藤枝市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

藤枝市固定資産評価審査委員会条例（昭和29年藤枝市条例第55号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条中第４項を削り、第５項を第４項とする。 

   附  則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２１号議案  

   藤枝市消防団条例の一部を改正する条例 

 藤枝市消防団条例（平成７年藤枝市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第１２条関係） 

年報酬額 

職階 金額（年額） 

団長 100,000 円

副団長 85,000 円

分団長 65,000 円

副分団長 50,000 円

班長 40,000 円

団員 
30,000 円（機能別団員（市長が別に定める特定の活動に限

り従事する団員をいう｡)にあっては、15,000 円） 

   附  則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２２号議案  

   藤枝市部設置条例の一部を改正する条例 

 藤枝市部設置条例（平成10年藤枝市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「市民文化部」を「市民協働部 

スポーツ文化観光部」に改める。 

第２条中 

「市民文化部 

  ⑴ 戸籍、住民基本台帳及び住居表示に関すること。 

  ⑵ 市民協働に関すること。 

  ⑶ 市民相談に関すること。 

  ⑷ 自治振興、防犯及び交通安全に関すること。 

  ⑸ 男女共同参画に関すること。 

  ⑹ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く｡)｡ 

  ⑺ 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く｡)｡ 

  ⑻ 地区交流センターの管理運営に関すること。           」を 

「市民協働部 

  ⑴ 戸籍、住民基本台帳及び住居表示に関すること。 

  ⑵ 市民協働に関すること。 

  ⑶ 市民相談に関すること。 

  ⑷ 自治振興、防犯及び交通安全に関すること。 

  ⑸ 男女共同参画及び多文化共生に関すること。 

  ⑹ 地区交流センターの管理運営に関すること。 

スポーツ文化観光部 

  ⑴ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く｡)｡ 

  ⑵ 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く｡)。 

  ⑶ 観光・交流に関すること。 

⑷ 中山間地の振興に関すること。                」に、 

「商工業、労政及び観光」を「商工業及び労政」に改める。 

   附  則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２３号議案  

   藤枝市民体育館条例の一部を改正する条例 

 藤枝市民体育館条例（昭和4 8年藤枝市条例第37号）の一部を次のように改正す

る。 

別表に次の１表を加える。 

  ⑸ 空調機 

種類 単位 使用料（円） 

競技場 
冷房 1時間 1,620

暖房 1時間 1,350

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２４号議案  

   藤枝市武道館条例の一部を改正する条例 

 藤枝市武道館条例（昭和59年藤枝市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第８条関係）  

⑴ 競技場等 

使用時間

 

使用区分 

午前9時

から午前

12時まで 

午後1時

から午後

5時まで 

午前9時

から午後

5時まで 

午後6時

から午後

9時まで 

午後1時

から午後

9時まで 

午前9時

から午後

9時まで 

第1

道

場 

第2

道

場 

専用

使用 

一般、

学生 

円

2,200

円

3,300

円

5,500

円 

3,830 

円

7,130

円

9,330

児童、

生徒 

1,100 1,630 2,730 1,860 3,510 4,610

個人

使用 

一般、

学生 

100 150 210   

児童、

生徒 

50 70 100   

第1会議室 1,310 1,750 3,070 2,630 4,400 5,710

第2会議室 430 650 1,080 1,080 1,740 2,170

⑵ 空調機 

種類 単位 使用料（円） 

第1道場 

第2道場 

冷房 1時間 670

暖房 1時間 620

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２５号議案  

   藤枝市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める  

条例の一部を改正する条例 

 藤枝市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平

成30年藤枝市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第４条に次の２項を加える。 

５  指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

   附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２  令和６年３月３１日までの間、改正後の第４条第５項の規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。 
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第２６号議案  

   藤枝市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に  

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 藤枝市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成25年藤枝市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

第６条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止

等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービス

を提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情

報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条第３項の規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。 
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第２７号議案  

   藤枝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基  

準等を定める条例の一部を改正する条例 

藤枝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成2 5年藤枝市条例第1 1号）の一部を次のように改正する。 

第６条に次の２項を加える。 

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当た

っては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２  令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条第３項の規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。 
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第２８号議案  

   藤枝市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支 

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め 

る条例の一部を改正する条例 

 藤枝市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成27年藤

枝市条例第1 2号）の一部を次のように改正する。 

第４条に次の２項を加える。 

５  指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必

要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置

を講じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

   附  則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  令和６年３月３１日までの間、改正後の第４条第５項の規定中「講じなけれ

ば」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。 
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第２９号議案  

   藤枝市介護保険条例の一部を改正する条例 

 藤枝市介護保険条例（平成12年藤枝市条例第11号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１項第１号中「３１，５００円」を「３２，１００円」に改め、同項第

２号中「４０，９５０円」を「４１，７３０円」に改め、同項第３号中「４７，２

５０円」を「４８，１５０円」に改め、同項第４号中「５２，２９０円」を「５

３，２８６円」に改め、同項第５号中「６３，０００円」を「６４，２００円」に

改め、同項第６号中「７２，４５０円」を「７３，８３０円」に改め、同号ア中

「（以下「合計所得金額」という｡)」の次に「（租税特別措置法（昭和32年法律第

26号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を

下回る場合には、０とする。以下同じ｡)」を加え、同項第７号中「８１，９００

円」を「８３，４６０円」に改め、同号ア中「２００万円」を「２１０万円」に改

め、同項第８号中「９７，６５０円」を「９９，５１０円」に改め、同号ア中「３

００万円」を「３２０万円」に改め、同項第９号中「１０５，８４０円」を「１０

７，８５６円」に改め、同項第１０号中「１１３，４００円」を「１１５，５６０

円」に改め、同項第１１号中「１２６，０００円」を「１２８，４００円」に改

め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」

に、「１８，９００円」を「１９，２６０円」に改め、同条第３項中「令和２年

度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「２５，２００円」を「２

５，６８０円」に改め、同条第４項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年

度までの各年度」に、「４４，１００円」を「４４，９４０円」に改める。 

   附  則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 改正後の藤枝市介護保険条例の規定は、令和３年度分の介護保険料から適

用し、令和２年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 
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第３条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和40年法

律第33号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定

についての改正後の第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第１０号ア及び第１１号に係る部分に限る｡)の規定の適用については、同項第６

号ア中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法第２８条第１項に規定する給与

所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額について

は、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第

１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該

額が０を下回る場合には、０とする｡)によるものとし、租税特別措置法」とす

る。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは「令和３年」と読み替えるものとす

る。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この

場合において、同項中「令和２年」とあるのは「令和４年」と読み替えるものと

する。 

 



12 

 

第３０号議案  

   藤枝市勤労者福祉センター条例の一部を改正する条例 

藤枝市勤労者福祉センター条例（昭和 61 年藤枝市条例第 17 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表の(2)付帯設備等の表中 

「 

放送設備 1 式 530 体育室・研修室 

映写機(16mm) 1 式  530  

スライド 1 式 530  

OHP 1 式  530  

ビデオ 1 式 530 会議室 1 

コンセント 1 口 50  

                                    」 

を 

「 

放送設備 1 式 530 体育室・研修室 

コンセント 1 口 50  

                                    」 

に改める。 

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第３１号議案  

   藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例の一部を改正す  

る条例  

 藤枝市地区計画区域における建築物の制限に関する条例(平成６年藤枝市条例第

４号 )の一部を次のように改正する。  

 別表第１に次のように加える。  

高田地区計画区域  令和３年藤枝市告示第 号により地区整

備計画が定められた区域  

別表第２に次のように加える。  

高田地区計画区域  

  （ア） （イ） （ウ） （エ） （オ） （カ） （キ） （ク） （ケ） 

地

区 

建築してはならない

建築物 

建 築 物

の 容 積

率 の 最

高限度 

建 築 物

の 容 積

率 の 最

低限度 

建 築 物

の 建 蔽

率 の 最

高限度 

建 築 物

の 建 築

面 積 の

最 低 限

度 

建 築 物

の 敷 地

面 積 の

最 低 限

度 

外 壁 の 後

退 距 離 及

び 適 用 除

外 の 建 築

物等 

建 築 物

の 高 さ

の 最 高

限度 

建 築 物

の 各 部

分 の 高

さ 

距離 適 用

除 外

の 建

築 物

等 

A

地

区 

 次に掲げる建築物

以外の建築物 

⑴ 倉庫業を営む倉 

 庫 

⑵ 工場 

⑶ 前 2 号の建築物

に附属するもの 

200％  ― 60％ ― 3,000

平 方 メ

ートル 

2 メ

ー ト

ル 

― ― ― 

B

地

区 

 A 地 区 の 項 と 同

じ。 

A 地 区

の 項 と

同じ。 

― A 地 区

の 項 と

同じ。 

― ― A 地

区 の

項 と

― ― ― 
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同

じ。 

C

地

区 

次に掲げる建築物

以外の建築物 

⑴  住 宅 、 共 同 住

宅、寄宿舎、下宿 

⑵  店舗、飲食店そ

の他これらに類す

る用途に供するも

ののうち、政令第

130 条の 5 の 3 で

定めるものでその

用途に供する部分

の 床 面 積 の 合 計

500 平方メートル

以内のもの 

⑶ 前 2 号の建築物

に附属するもの 

100％  ― 50％ ― ― 道 路

境 界

線 ま

で の

距 離

1 メ

ー ト

ル 

― ― ― 

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  
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第３２号議案  

   藤枝市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 藤枝市手数料徴収条例（平成1 2年藤枝市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表の第５の部⑵の項の備考を次のように改める。 

備考 

１ 上の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合（移転した場合を除く｡)に

あっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合

にあっては当該移転に係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）第

１２条第３項又は第１３条第４項の規定による適合判定通知書の交付を受けた

場合は、上の表に規定する手数料のほか、適合判定通知書の交付を受けた建築

物１棟ごとに、次の表の左欄に掲げる特定建築物の部分の区分及び同表中欄に

掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる額の手数料を徴収する

ものとする。 

特定建築物の部分 床面積の合計 手数料の額 

特 定 建 築 物 の 非 住

宅 部 分 で あ っ て 、

工 場 等 （ 工 場 、 倉

庫 そ の 他 エ ネ ル ギ

ー の 使 用 の 状 況 が

こ れ ら に 類 す る も

の を い う 。 以 下 こ

の 項 及 び ⑶ の 項 に

お いて同じ ｡)の 用

途 に 供 す る 部 分 を

除いた部分 

30 平方メートル以内のもの 2,000 円 

30 平方メートルを超え、100 平方メート

ル以内のもの 

2,000 円 

100 平方メートルを超え、200 平方メート

ル以内のもの 

3,000 円 

200 平方メートルを超え、500 平方メート

ル以内のもの 

5,000 円 

500 平方メートルを超えるもの 10,000 円 

特 定 建 築 物 の 工 場

等 の 用 途 に 供 す る

部分 

30 平方メートル以内のもの 1,000 円 

30 平方メートルを超え、100 平方メート

ル以内のもの 

1,000 円 

100 平方メートルを超え、200 平方メート 1,000 円 
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ル以内のもの 

200 平方メートルを超え、500 平方メート

ル以内のもの 

1,000 円 

500 平方メートルを超えるもの 2,000 円 

 別表の第５の部⑶の項の備考を次のように改める。 

備考 

１ 上の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合（移転した場合を除く｡)に

あっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合

にあっては当該移転に係る部分の床面積の２分の１について算定する。 

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１２条第３項又は第１３

条第４項の規定による適合判定通知書の交付を受けた場合は、上の表に規定す

る手数料のほか、適合判定通知書の交付を受けた建築物１棟ごとに、次の表の

左欄に掲げる特定建築物の部分の区分及び同表中欄に掲げる床面積の区分に応

じ、それぞれ同表右欄に掲げる額の手数料を徴収するものとする。 

特定建築物の部分 床面積の合計 手数料の額 

特 定 建 築 物 の 非 住

宅 部 分 で あ っ て 、

工 場 等 の 用 途 に 供

す る 部 分 を 除 い た

部分 

30 平方メートル以内のもの 2,000 円 

30 平方メートルを超え、100 平方メート

ル以内のもの 

2,000 円 

100 平方メートルを超え、200 平方メート

ル以内のもの 

3,000 円 

200 平方メートルを超え、500 平方メート

ル以内のもの 

5,000 円 

500 平方メートルを超えるもの 10,000 円 

特 定 建 築 物 の 工 場

等 の 用 途 に 供 す る

部分 

30 平方メートル以内のもの 1,000 円 

30 平方メートルを超え、100 平方メート

ル以内のもの 

1,000 円 

100 平方メートルを超え、200 平方メート

ル以内のもの 

1,000 円 

200 平方メートルを超え、500 平方メート

ル以内のもの 

1,000 円 
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を 

「 

」 

「 

」 

を 

「 「 

」 

を 

「 「 

」 」 

」 

500 平方メートルを超えるもの 2,000 円 

別表の第８の部⑴の項の表中 

 

 

 

「120,000 円」を「118,000 円」に、「265,000 円」を「246,000 円」に、「93,000

円 」 を「 94,000 円 」に、「 422,000 円 」を 「 309,000 円 」 に 、「 156,000 円 」 を

「120,000 円」に改め、同部⑵の項の表中 

 

 

 

「 61,000 円」を「 60,000 円」に、「 133,000 円」を「 124,000 円」に、「 47,000

円 」 を 「 48,000 円 」 に 、「 214,000 円 」 を 「 156,000 円 」 に 、「 81,000 円 」 を

「61,000 円」に改める。 

 別表の第９の部中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成2 7年

法律第5 3号。」を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（」に、「認定

手数料」を「手数料」に改め、同部⑶の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１ 

項」に改め、同部⑶の項の表中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、 

 

 

「120,000 円」を「118,000 円」に、「265,000 円」を「246,000 円」に、「93,000

円 」 を「 94,000 円 」に、「 422,000 円 」を 「 309,000 円 」 に 、「 156,000 円 」 を

「120,000 円」に改め、同項を同部⑸の項とする。 

 別表の第９の部⑵の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「第２９

条第３項」を「第３４条第３項」に改め、同項ア中「第３１条第１項」を「第３６

条第１項」に、「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第２項」を

「第３５条第２項」に改め、同項イ中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に

改め、同項ウ中「第２９条第３項」を「第３４条第３項」に改め、同部⑵の項の表

中「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第１項第１号」を「第

床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

29,000 円 床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

17,000 円 

床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

17,000 円 床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

10,000 円 

床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

29,000 円 床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

17,000 円 

に､ 

に､ 

に､ 
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」 

を 

「 「 

」 」 

「 

を 

」 

」 

に、 

「 

「 

を 

」 

３５条第１項第１号」に、 

 

 

 

 

「 61,000 円」を「 60,000 円」に、「 133,000 円」を「 124,000 円」に、「 47,000

円 」 を 「 48,000 円 」 に 、「 214,000 円 」 を 「 156,000 円 」 に 、「 81,000 円 」 を

「61,000 円」に改め、同項を同部⑷の項とする。 

 別表の第９の部⑴の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に改め、同項

ア中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「第３０条第２項」を「第３５

条第２項」に改め、同項イ中「第２９条第３項」を「第３４条第３項」に改め、同

部⑴の項の表中「第３０条第１項第１号」を「第３５条第１項第１号」に、 

 

 

 

 

「120,000 円」を「118,000 円」に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「422,000 円」を「309,000 円」に、「156,000 円」を「120,000 円」に、「265,000

円」を「246,000 円」に、「93,000 円」を「94,000 円」に改め、同項を同部⑶の項

とし、同部に⑴の項及び⑵の項として次の２項を加える。 

床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

10,000 円 床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

17,000 円 

床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

29,000 円 床面積の合計が

300 平方メート

ルを超えるもの 

17,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平

成2 8年経済産業省令・国土交通省令第 1 号。以下こ

の第９の表において「省令」という｡)第１０条第１

号イ⑴及びロ⑴に規定する基準による審査にあって

は 265,000 円、省令第１０条第１号イ⑵及びロ⑵に

規定する基準による審査にあっては 93,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

省令第１０条第１号イ⑴及びロ⑴に規定する基準に

よる審査にあっては 246,000 円、省令第１０条第１

号イ⑵及びロ⑵に規定する基準による審査にあって

は 94,000 円  

に､ 

に､ 

「 
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 ⑴  法第１２条第１項又は法第１３条第２項の規定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性の判定（１件につき） 次の表に掲げる額 

区分 手数料の額 

特定建築物（認定建築物エネルギー消費性

能 向 上 計 画 に 記 載 さ れ た 他 の 建 築 物 に 限

る｡)の非住宅部分 

床 面 積 の 合 計 が

300 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

10,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平 方 メ ー ト

ルを超えるもの 

17,000 円 

特定建築物（認定建築物エネルギー消費性

能向上計画に記載された他の建築物以外の

建築物に限る ｡)の非住宅部分であって、工

場等（工場、倉庫その他エネルギーの使用

の状況がこれらに類するものをいう。以下

この項、⑵の項及び⑹の項において同じ ｡)

の用途に供する部分を除いた部分 

床 面 積 の 合 計 が

300 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

建築物エネルギ

ー消費性能基準

等を定める省令

（平成 28年経済

産業省令・国土

交 通 省 令 第 １

号。以下この第

９の表において

「 省 令 」 と い

う ｡)第１条第１

項第１号ロに規

定する基準によ

る判定にあって

は 94,000 円 、

それ以外に規定

する基準による

判定にあっては

246,000 円  

床 面 積 の 合 計 が

300 平 方 メ ー ト

ルを超えるもの 

省令第１条第１

項第１号ロに規

定する基準によ

る判定にあって
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は 120,000 円、

それ以外に規定

する基準による

判定にあっては

309,000 円  

特定建築物（認定建築物エネルギー消費性

能向上計画に記載された他の建築物以外の

建築物に限る ｡)の工場等の用途に供する部

分 

床面積の 合計 が

300 平 方 メ ー ト

ル以内のもの 

20,000 円 

床面積の 合計 が

300 平 方 メ ー ト

ルを超えるもの 

28,000 円 

 ⑵ 法第１２条第２項又は同法第１３条第３項の規定に基づく計画変更に係る建

築物エネルギー消費性能適合性の判定（１件につき） 次の表に掲げる額 

区分 手数料の額 

特定建築物（認定建築物エネルギー消費性

能 向 上 計 画 に 記 載 さ れ た 他 の 建 築 物 に 限

る｡)の非住宅部分 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

6,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

を超えるもの 

10,000 円 

特定建築物（認定建築物エネルギー消費性

能向上計画に記載された他の建築物以外の

建築物に限る｡)の非住宅部分であって、工

場等の用途に供する部分を除いた部分 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

省 令 第 １ 条 第１

項 第 １ 号 ロ に規

定 す る 基 準 によ

る 判 定 に あ って

は 48,000 円 、

そ れ 以 外 に 規定

す る 基 準 に よる

判 定 に あ っ ては

124,000 円  

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

省 令 第 １ 条 第１

項 第 １ 号 ロ に規



21 

 

を超えるもの 定 す る 基 準 によ

る 判 定 に あ って

は 61,000 円 、

そ れ 以 外 に 規定

す る 判 定 に あっ

ては 156,000 円 

特定建築物（認定建築物エネルギー消費性

能向上計画に記載された他の建築物以外の

建築物に限る｡)の工場等の用途に供する部

分 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

11,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

を超えるもの 

16,000 円 

別表の第９の部⑸の項の表の次に次の１表を加える。 

 ⑹ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国土交

通省令第５号)第１１条の軽微変更該当証明書の交付（１件につき） 次の表

に掲げる額 

区分 手数料の額 

特定建築物の非住宅部分であって、工場等

の用途に供する部分を除いた部分 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

省令第１条第１

項第１号ロに規

定する基準によ

る判定にあって

は 24,000 円 、

それ以外に規定

する基準による

判定にあっては

62,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

を超えるもの 

省令第１条第１

項第１号ロに規

定する基準によ

る判定にあって

は 30,000 円 、
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それ以外に規定

する判定にあっ

ては 78,000 円 

特定建築物の工場等の用途に供する部分 床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

以内のもの 

5,000 円 

床 面 積 の 合 計 が

300 平方メートル

を超えるもの 

8,000 円 

２ ⑴の項、⑵の項及び⑹の項に規定する手数料の額は、市が建築主の場合は免除

する。 

   附  則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第３３号議案  

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和2 7年法律第180号）第１０条第 1 項の規定により、市道の路線を次

のとおり廃止する。 

路線番号 路線名 区間 

５０１９９ ５地区１９９号線 
高田１９１番１地先 

高田１０４０番１地先 

５０２００ ５地区２００号線 
高田８１２番１地先 

高田８１８番１地先 
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第３４号議案  

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和2 7年法律第180号）第８条第 1 項の規定により、市道の路線を次の

とおり認定する。 

路線番号 路線名 区間 

２０３７３ ２地区３７３号線 
高柳三丁目４０９番３地先 

高柳三丁目４０９番１５地先 

２０３７４ ２地区３７４号線 
小石川町四丁目１４７番１０地先 

小石川町四丁目１４７番７地先 

５０２００ ５地区２００号線 
高田１８８番２地先 

高田８１８番１地先 

７０４９５ ７地区４９５号線 
志太三丁目１６７番地先 

志太三丁目１６４番６地先 
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第３５号議案  

   志太広域事務組合規約の変更について  

地方自治法（昭和22年法律第67号）第２８６条第２項の規定により、志太広域事

務組合規約を次のとおり変更するものとする。 

   志太広域事務組合規約の一部を変更する規約 

志太広域事務組合規約（昭和47年静岡県指令地第 300 号）の一部を次のように変

更する。 

別表第１中 

「 

し 尿 処 理 施 設 の 建

設 、 設 置 及 び 管 理

に関する事務 

建 設 費 、 償 還 元 金 及

び償還利息 
施設ごと投入量割 

施設管理費 投入量割 

                               」  

を 

「 

し尿処理施設の建設、設置及び管理に関

する事務費 
施設ごと投入量割 

                               」  

に改め、同表中備考５を削り、備考６を備考５とする。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日前に稼働していたし尿処理施設の解体に要する経費及び解

体までの維持管理経費の総額に対する負担区分については、この規約による改正

後の別表第１の規定にかかわらず、施設稼働中の総投入量割（当該施設の稼働開

始から廃止までの期間における関係市の浄化槽汚泥の投入量（生し尿の投入量を

含む｡)の総量の割合により算定した額による｡)とする。 
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 令和３年藤枝市議会定例会２月定例月議会 

議案提案理由書（第２０号議案～第３５号議案） 

 

第２０号議案  

 行政手続における市民の利便性の向上のため、申請書等の押印見直し指針に基づ

き、押印を不要とする改正を行うものであります。  

 

第２１号議案  

新たな消防団員の確保を促し、地域防災力の更なる充実に向けて、限定した特定

活動等での参加を可能とする機能別消防団員制度を創設するため、新たに報酬を定

めるものであります。  

 

第２２号議案  

行政組織機構の改編に伴い、市民文化部を廃止し、市民協働部及びスポーツ文化

観光部を新設するとともに、観光に関する分掌事務を産業振興部からスポーツ文化

観光部に移管する改正を行うものであります。  

 

第２３号議案  

藤枝市民体育館の新たな空調設備の使用料を定めるものであります。  

 

第２４号議案  

藤枝市武道館の新たな空調設備の使用料を定めるものであります。  

 

第２５号議案から第２８号議案  

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行に伴い、関連する４本の条例において、サービス利用者の人権擁護、

及び虐待を防止するための体制等を整備する改正を行うものであります。  

 

第２９号議案  

第８次ふじえだ介護・福祉ぷらん２１の策定に伴い、令和３年度から令和５年度

までの第１号被保険者の介護保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令等の改

正に伴い、介護保険料や保険給付の負担水準等において被保険者に不利益が生じな
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いよう改正するものであります。  

 

第３０号議案  

 藤枝市勤労者福祉センターの付帯設備のうち、使用ができなくなった備品を廃止

するものであります。  

 

第３１号議案  

志太広域都市計画地区計画の都市計画決定に伴い、新たに高田地区計画区域にお

ける建築物の用途制限等を定めるものであります。  

 

第３２号議案  

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴い、エネルギー消費性能基準へ適合させることが義務付けられる対象建築物が拡

大されたため、適合審査を行う事務手数料を定める等の所要の改正を行うものであ

ります。  

 

第３３号議案  

市道仮宿下付田高田線の整備に伴い、路線を廃止するものであります。  

 

第３４号議案  

開発行為及び市道仮宿下付田高田線の整備に伴い、新たに路線を認定するもので

あります。  

 

第３５号議案  

 新設のし尿処理施設の施設管理費について、その負担区分を各々の施設の受益者

負担の考え方に基づき改正するとともに、既存施設の解体等に要する経費負担に関

する規定を新たに加えるものであります。  
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